
〔収運業〕別紙１－１ 

 

事業計画の概要を記載した書類 

１．事業の全体計画（変更許可申請時には変更部分を明確にして記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．収集運搬する産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の種類及び運搬量等 

 

（特別管理）

産業廃棄物 

の種類 

運 搬 量

 

（ｔ／月又

はｍ３／月）

性 状 
予定排出事業場の 

名称及び所在地 

積替え又は保

管を行う場合

には積替え又

は保管場所の

所在地 

予定運搬先の名称及び 

所在地（処分場の名称）

  

１ 

   

 

 

 

  

２ 

   

 

 

 

  

３ 

   

 

 

 

  

４ 

   

 

 

 

  

５ 

   

 

 

 

  

６ 

   

 

 

 

  

７ 

   

 

 

 

  

８ 

   

 

 

 

備考 ① 取り扱う（特別管理）産業廃棄物の種類ごとに記載すること｡ 

   ② 石綿含有産業廃棄物を含むものについては、その旨を明記し、予定運搬先については、石綿

含有産業廃棄物の運搬先を記載すること。 



〔収運業〕別紙１－１ 

（裏面） 

 

（特別管理）

産業廃棄物 

の種類 

運 搬 量

 

（ｔ／月又

はｍ３／月）

性 状 
予定排出事業場の 

名称及び所在地 

積替え又は保

管を行う場合

には積替え又

は保管場所の

所在地 

予定運搬先の名称及び 

所在地（処分場の名称）

  

９ 

   

 

 

 

  

10 

   

 

 

 

  

11 

   

 

 

 

  

12 

   

 

 

 

  

13 

   

 

 

 

  

14 

   

 

 

 

  

15 

   

 

 

 

  

16 

   

 

 

 

  

17 

   

 

 

 

  

18 

   

 

 

 

  

19 

   

 

 

 

  

20 

   

 

 

 

備考 取り扱う（特別管理）産業廃棄物の種類ごとに記載すること｡ 
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３．運搬施設の概要 

 (1) 運搬車両一覧 

 車両の名称 形式・寸法 自動車登録番号 最大積載量（㎏） 備  考 

1     新規・継続・廃止

2     新規・継続・廃止

3     新規・継続・廃止

4     新規・継続・廃止

5     新規・継続・廃止

6     新規・継続・廃止

7     新規・継続・廃止

8     新規・継続・廃止

事務所の所在地  

駐車場の所在地  

(2) その他の運搬施設の概要 

運搬容器等の名称 用  途 容  量 備  考 

    

    

    

 

(3) 積替え又は保管施設の概要 

 

 

 

 



 (1)運搬車両一覧（９台以上の場合） 

（裏面） 

 車両の名称 形式・寸法 自動車登録番号 最大積載量（㎏） 備  考 

9     新規・継続・廃止

10     新規・継続・廃止

11     新規・継続・廃止

12     新規・継続・廃止

13     新規・継続・廃止

14     新規・継続・廃止

15     新規・継続・廃止

16     新規・継続・廃止

17     新規・継続・廃止

18     新規・継続・廃止

19     新規・継続・廃止

20     新規・継続・廃止

21     新規・継続・廃止

22     新規・継続・廃止

23     新規・継続・廃止

24     新規・継続・廃止

25     新規・継続・廃止

26     新規・継続・廃止
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４．収集運搬業務の具体的な計画（車両毎の用途、収集運搬業務を行う時間、休業日及び従業員を含む。）

 

 (1) 収集運搬業務体制（車両毎の用途等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 収集運搬業務を行う時間   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 休業日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (4)  その他 

 

 

 

 

 

 

 

従 業 員 数 内 訳 

年  月  日現在

申請者又は

申請者の登

記上の役員 

政令第６条の 10

で準用する第４

条の７に規定す

る使用人 

相談役、顧問等

申請者の登記

外の役員 

事務員 運転手 作業員 その他 合計 

人 人 人 人 人 人 人 人
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５．環境保全措置の概要 

(1) 運搬に際し講ずる措置 

 

・飛散対策 

 

 

 

 

 

 

・悪臭対策 

 

 

 

 

 

 

・その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 積替保管施設において講ずる措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) その他 

 

 



〔収運業〕別紙１－５（ＰＣＢ廃棄物関係） 

６．業務に直接従事する者が十分な知識及び技能を有することを示す書類 

 

（留意事項） 

技能を有することを示す書類としては、「ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドライン」（環境省大臣官房廃

棄物・リサイクル対策部決定）２．４に掲げる「携行書類」及び同ガイドライン５．２に掲げる「緊急

時対応マニュアル」を添付すること。 

 



〔収運業〕別紙１－６（ＰＣＢ廃棄物関係） 

７．連絡設備、連絡体制及び応急措置設備に関する書類 

 

(1) 随時必要な連絡が取れる連絡設備等の概要を記載した書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 事故時における応急措置設備等の概要を記載した書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 緊急時、事故時等での関係者への連絡体制図 
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事 務 所 及 び 事 業 場（駐車場） 

事務所の名称及び所在地 

 

事 務 所 の 電 話 番 号 

 

事業場（駐車場）の名称及び

所在地 

 

事業場（駐車場）の電話番号 

 

事務所及び事業場（駐車場等）付近の見取図 

（記載上の留意事項） 

 事務所（本店、支店、営業所等）、事業場（駐車場、積替・保管施設、中間処理施設、最終処分場、

再生利用施設等）を記載すること｡ 
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駐 車 場 の 概 要 

所 在 地 

（不動産登記事項証明書・使用賃借契約書の写しを添付すること） 

駐車場の土地の所有者 

（名称又は氏名，住所） 

 

（駐車場内の見取図） 

（駐車場の写真） 

 

 

 

 

 

 

駐車場全景の写真添付位置 

（留意事項） 

１ 借地の場合は、使用権原を証する書類（貸借契約書等）を添付すること｡ 

２ 駐車場内の見取図は、運搬車両の配置がわかるように記載すること｡  

３ 申請日前３月以内に撮影されたものであること。（インスタント写真の貼付は不可。） 
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保 管 を 行 う 場 所 

廃棄物の種類 面積（㎡） 
保管上限 

（ｔ又はｍ３）

積み上げるこ

とができる高

さ   （ｍ）

設置場所 
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運 搬 車 両 の 写 真 

自動車登録番号 
 

車両の名称 
 

注意事項 

・車両の前面（真正面）を撮影すること。 
（トレーラーは後面） 

・ナンバープレートが確認できること。 

 撮 影        年   月   日 

注意事項 

・車両の側面（真横）を撮影すること。 

・名称等の車体の表示が確認できること。 

 撮 影        年   月   日 

（留意事項） 

１ 申請日前３月以内に撮影されたものであること。（インスタント写真の貼付は不可。） 

２ 車両の前面の写真は、ナンバープレートが明確に確認できるものであること。 

３ 車両の側面の写真は、名称等の車体の表示が確認できるものであること。 

４ 側面の写真で名称等の表示の内容が確認しにくい場合は、別途、表示内容を示す写真を添付するこ

と。 
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車輌の種類毎に「ＰＣＢ」の文字が表示された写真 

自動車登録番号（車両番号） 
 

前部・後部・側面 
 

写真貼付位置 

前部・後部・側面  

写真貼付位置 

（留意事項） 

１ 申請日前３月以内に撮影されたものであること。（インスタント写真の貼付は不可。） 

２ 車輌の種類毎に、表示された「ＰＣＢ」の文字を接写した写真であること。 

３ 「ＰＣＢ」の文字の表示については、脱着式のもので可であること。 

４ 前部、後部、側面いずれかのうち２ヶ所撮影すること。ただし、左右の両側面に同じく記載等 

されている場合は１枚の写真のみでよいとする。 
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収 集 容 器 及 び 運 搬 資 材 の 写 真 

運搬容器等の名称 
 

用途 
 

注意事項 

・容器の全体が写るように撮影すること。 

 撮 影        年   月   日 

運搬容器等の名称  用途  

注意事項 

・容器の全体が写るように撮影すること。 

 撮 影        年   月   日 

（留意事項） 

１ 申請日前３月以内に撮影されたものであること。（インスタント写真の貼付は不可。） 

２ 上記写真は収納容器（運搬資材）の全容が明確に確認できるものであることとし、内部の撮影が可   

能なものについては、その写真も添付すること。 

３ 収納容器（運搬資材）が複数ある場合は、その固体を撮影した写真を糊付すること。 

 



〔収運業〕別紙６―２ 

「 Ｐ Ｃ Ｂ 」 の 文 字 ・ Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 種 類 を 表 示 し た 運 搬 容 器 の 写 真 

運搬容器の名称 
 

収納（運搬）する 

ＰＣＢ廃棄物の種類 

 

写真貼付位置 

（容器の種類ごとに構造図を添付） 

写真貼付位置 

（容器の種類ごとに構造図を添付） 

（留意事項） 

１ 「ＰＣＢ」の文字及びＰＣＢ廃棄物の種類を表示した運搬容器を当該運搬容器の種類毎に撮影した

ものであること。 

２ 申請日前３月以内に撮影されたものであること。（インスタント写真の貼付は不可。） 

３ 中型容器及び大型金属容器については、２ヶ所以上にされている表示をそれぞれ撮影すること。 

４ 容器の種類毎に構造図を添付すること。



〔収運業〕別紙７－１ 

事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 

内    訳 金 額 （ 千 円 ） 

事業の開始に要する 

資金の総額 

 

土 地 
 

事 務 所 
 

収 集 運 搬 車 両 
 

積 替 保 管 施 設 
 

  

  

 

  

自 己 資 金 
 

借 入 金 
 

（借入先名）  

  

  

そ の 他 
 

増 資 
 

  

  

  

調 

 

達 

 

方 

 

法 

  

備考 内訳欄の事項については，事業計画に応じて適宜変更すること。 
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今 後 ５ 年 間 の 収 支 計 画                  

 

１ 債務超過又は損失が生じている理由 

 

 

 

 

 

 

２ 今後の改善計画 

 

 

 

 

 

 

３ 収支計画表                               （単位：千円） 

会計年度 

項目 

    期  

～ 

    期  

～ 

    期  

～ 

    期  

～ 

     期 

～ 

売上高      

売上原価      

売上総利益      

販売費及び一般管理費      

うち人件費       

うち減価償却費      

営業利益      

営業外収益      

営業外費用      

経常利益      

特別利益      

特別損失      

税引前当期利益      

法人税等充当額      

当期利益      

前期繰越利益      

当期未処分利益      

 

   

 ※新設法人等で３年間の決算実績がないため本計画書を提出する場合は、１及び２は記入する必要は

ありません。（ただし、直近の事業年度において営業利益、経常利益又は当期利益のいずれかがマ

イナス（損失）となっている場合は、記入が必要です。） 
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資 産 に 関 す る 調 書（個人用）  

      年  月  日現在

資産の種別 内  訳 数  量 価格，金額（千円） 

現 金 預 金 
   

有 価 証 券 
   

未 収 入 金 
   

売 掛 金 
   

受 取 手 形 
   

土 地 
   

建 物 
   

備 品 
   

車 両 
   

そ の 他 
   

    

    

資 産 計 
 

負債の種別 内  訳 数  量 価格，金額（千円） 

長期借入金 
   

短期借入金 
   

未 払 金 
   

預 り 金 
   

前 受 金 
   

買 掛 金 
   

支 払 手 形 
   

そ の 他 
   

    

    

負 債 計 
 

 



〔収運業〕別紙９ 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 

 

（留意事項） 

１ 併せて添付する財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会修了証（写し）における修了者 

 が、産業廃棄物収集運搬業務を統括する役員であることを示す組織図を記載（又は別に添付） 

２ 講習会の修了については「新規」は申請日前５年以内、「更新」は申請日前２年以内 



〔収運業〕別紙９－２ 安全管理の体制を記載した組織図（ＰＣＢ廃棄物関係） 

 

（留意事項） 

１ 組織図には、安全管理責任者及び運行管理責任者それぞれの氏名を明示すること。 

２ 別紙９で添付する「業務を統括する役員の位置付けを示した組織図」に安全管理責任者及び運行管

理責任者それぞれの位置付けを示している場合には、当別紙９－２は添付しなくてもよいものである

こと。 
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誓 約 書 
 

 申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第５項第２号イからヘに該当しない者である

ことを誓約します。 

 

 

年  月  日 

 

 

申請者 

 住 所 

 

 氏 名                   印 

（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

 

 （あて先）宇都宮市長 佐藤栄一 

 


